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第４章 地球温暖化対策のための基盤メカニズムの在り方について 

 

第１節 ６％削減目標の達成に向けた課題 

 

１．６％削減目標の達成に向けた課題について 

 

以下には第１回小委員会での、６％削減目標の達成に向けた課題についての事務局か

らの説明内容について記述する。 

地球温暖化対策推進大綱策定時には、当時の温室効果ガスの排出トレンドがそのまま

続いた場合（ＢＡＵ）を想定し、2010 年前後の５年間で削減目標を達成するために削減

量はそれぞれ部門別に割り振ることを行った。 

しかしながら、ＢＡＵラインから、その削減目標に到達するための具体的な道筋につ

いては決まっていない。最終的に 2008 年から 2012 年までの目標を達成するにしても、

それまでの間にどのような削減を行っていくかを決めておかなければ、対策が手おくれ

になってしまう可能性もある。 
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[百万ｔ-Ｃ]

317 (90年比94％)

BAUライン

京都メカニズムも活用しつつ
基準年比－６％に削減

0
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京都議定書に定められている「６％削減目標」とは、第１約束期間（2007 年から 2012

年までの５年間）の年平均を基準年比で 94％（ただし、この目標値〔排出割当量〕は、

吸収源による吸収、京都メカニズムによるクレジットの取得及び移転等により変化しう

る）にすることである。上記には２つのグラフを示したが、上のグラフは仮に 2007 年ま

では 97 年程度の排出量に抑制し、2008 年から 2012 年までの５カ年間で 94％の平均値に

するケースを想定している。この場合、2008 年から毎年、前年度比で６％、炭素換算で

2000 万トンという、非常に急激な削減が求められる。 

一方、下のグラフは仮に 1999 年以降に階段状に少しずつ減らしていくケースを想定し

ている。この場合、2008 年から 2012 年まで前年度比 1.4％の削減が必要ということにな

り、非常になだらかな削減となる。いずれも６％の削減を達成しているが、その達成の

仕方が大きく異なっている。 

 

364

337

377

328

317

306

250

270

290

310

330

350

370

390

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

[百万ｔ-Ｃ]

364

285

317

348

377

337

250

270

290

310

330

350

370

390

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

[百万ｔ-Ｃ]

○98年と同じ水準で2007年ま
　で推移したケース
○毎年の削減量は16百万t-C
○2008年から毎年、前年度比
　 4.8％の削減が必要

○98年と同じ水準で2007年ま
　で推移したケース
○毎年の削減量は16百万t-C
○2008年から毎年、前年度比
　 4.8％の削減が必要

○2012年まで漸減して推移し

　たケース
○毎年の削減量は5百万t-C
○2000年から毎年、前年度比
　1.6％の削減が必要

○2012年まで漸減して推移し

　たケース
○毎年の削減量は5百万t-C
○2000年から毎年、前年度比
　1.6％の削減が必要

(注) 1999年のGHGs排出量は、IGES「我が国における1999年度の二酸化炭素排出量（推計値）」H12.12
＋1998年のその他GHGs

0

0

６％削減目標とは？６％削減目標とは？ 第１約束期間(５年間)の年平均
を基準年比で94％にする

第１約束期間(５年間)の年平均
を基準年比で94％にする

いずれも

同じ６％

削減

2008年の

排出量
がカギ

2008年の

排出量
がカギ

(注) 1999年のGHGs排出量は、IGES「我が国における1999年度の二酸化炭素排出量（推計値）」H12.12
＋1998年のその他GHGs
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我が国における削減目標である 1990 年比で 94％まで削減するという道筋について、仮

に今後 97 年度レベルの水準の排出を維持し続けたとすると、約束期間には急激に削減す

ることが必要となり、５年間にかなり厳しい対策を行われなければならなくなることが

予想される。したがって、約束期間よりもなるべく早い時期から実質的な削減を行うこ

とによって社会的、経済的なさまざまな影響を最小限に緩和することが可能となり、ま

た実現性も高まってくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早期に具体的な毎年の排出量の道筋を示すことが必要 

○2008年に向けて安定的に望ましい排出量に到達するためには？

○2008年以降、６％削減を着実に達成するためには？ 

○削減努力を継続し、現状の水準を維持し続けたとしても、約束期間

 の削減は厳しい 

○早期に排出量を削減することで、影響が緩和され、実現性も高まる

毎年の排出量の 
目標を設定 



 

 70

そこで、毎年度の排出の目標量を達成するための基本的な考え方について、次ページ

に示した。 

らせん状の矢印はISO14001の環境マネイジメントシステムの規格に示されている図を

ほぼそのまま引用したものである。即ち、プラン・ドゥ・チェック・アクション（ＰＤ

ＣＡサイクル）という４つの要素を経ながらあるシステムを継続的に向上させて、その

システムから生み出される成果、パフォーマンスを継続的に改善させていくという考え

方である。排出目標、排出削減を計画的に進めていく場合にもこういった考え方が活用

できる。 

そして、国全体の目標を達成したかどうかを見る前に、ある程度グループ分けをして、

そのグループの中で目標量の管理及び対策の進行管理をすることが必要である。これを

ユニットと呼ぶが、こういうものを概念的に設置して、そこでＰＤＣＡサイクルを繰り

返すということが、対策を進める上でも有効である。ＰＤＣＡを実施しながらモニタリ

ングの精度を高め、その結果を対策強化へフィードバックするにしても、それぞれのユ

ニットの中でどうやったらそれがうまくいくかということを少しずつ改善していくとい

うことも求められていく。 

ＰＤＣＡサイクルについては、ユニットごとに排出量（排出量から吸収量を除く純排

出量）の目標を立てて、その目標を達成するための対策について計画を立てる（Plan）。

次に、計画に沿って着実に対策を実施する（Do）。このときに、着実な対策の実施を促す

ための何らかの推進メカニズムが必要と考えられ、これがポリシーミックスをいかに用

意するかということにかかわってくる。その後、対策の結果が排出量として現れてくる

ため、それを迅速かつ正確に把握する（Check）し、どの対策がどれだけの効果があった

かということを的確に把握するモニタリングのメカニズムが必要となる。その結果、対

策が進んでいるところは引き続き進め、そうでないところは対策を何らかの形で強化す

る（Action）という、対策の強化メカニズムが用意されていることも必要となる。これ

を繰り返すことによって６％の削減に向けて継続的な改善をするということが基本的な

考え方として挙げられる。 
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毎年度の排出目標量を達成するための基本的考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排出量のモニタリングについては、対策の実施によって排出量がどれだけ削減できた

かということを適切に把握できているか、さらにそれぞれの対策の効果が十分に把握で

きているかということが非常に重要な課題となる。現時点では、排出量について毎年算

出しているものの、これは非常に多岐にわたる関係省庁でまとめている様々な統計デー

タを基に、集計・整理して排出量を算定しているが、それらの統計を出すためのいろい

ろな背景事情があり、データの出るタイミングはまちまちであり（１年半程度後に出さ

れる統計もある）、機動的な対策をとることを想定した場合には、現状のままでは排出量

の的確な把握、対策メニューの効果の十分な把握が難しい。そこでモニタリングの時間

短縮を行うことが課題となる。このモニタリングの課題について今後十分検討しながら、

排出量の適切な把握をし、どのような具体的な対策を用意するかという計画づくりの考

え方、そして、その計画を推し進めるための適切なポリシーミックスを検討することが

必要である。 

６％削減に向けて 
継続的に改善 

【排出削減・吸収計画(Plan)】 

○管理単位毎の排出量の目標、 対策

 メニューを提示 

【対策の実施(Do)】 

○提示された対策メニューを着実に推進

→推進メカニズムが必要 

【排出量のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾒｶﾆｽﾞﾑ(Check)】 

○排出量を迅速に把握 

○対策メニューの効果を的確に把握 

【対策強化ﾒｶﾆｽﾞﾑ(Action)】 

○モニタリング結果を踏まえて必要となる

 対策強化を計画にフィードバック 

○PDCA(Plan, Do, Check, Action)サイクルを形成することが基本。 

○管理単位(ﾕﾆｯﾄ)を設置し、PDCAをスパイラル状に繰り返し継続的に改善することで

 削減目標を達成する(環境管理ｼｽﾃﾑの概念)。 

○PDCAを実施しながら、モニタリングの精度を高める方法、対策強化へフィードバック

 する方法等を開発していくことが重要 
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温室効果ガス排出量モニタリングの課題 

データの収集・算定・公表までの期間 

(１年半)を短縮できないか？ 

機動的・効率的対策は長期的な国益につながる 

排出量を適切に把握できているか？ 対策メニューの効果を十分 

に把握できているか？ 

適切なポリシーミックス 

排出量の適切な把握 具体的な計画 
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２．６％削減目標の達成に向けた課題についての議論 

 

 

（温室効果ガス排出削減のパターンを示した前出の２つのグラフ（６０頁参照）につ

いての議論のポイント） 

○２１世紀の日本社会を展望し、どのような役割分担で６％削減を実現していくのか、

国民にわかりやすく提示することが必要ではないか。 

 

（主な意見） 

・二つのグラフが示すように京都議定書の約束期間である 2008 年になってから対策を始

めるのと、徐々に始めて排出量を漸減させるという２つのやり方があり、暗黙のメッ

セージとして、漸減させる方が望ましい。そのためにはＰＤＣＡ（Plan, Do, Check, 

Action）が必要である。 

・対策を段階的に行わず 2007 年から突然削減を進めるというパターンと段階的に削減を

進めていくという２つのパターンが示されているが、双方とも極端すぎる。大綱策定

時にそれぞれの対策の効果がどの程度で現れるかについて議論が成されているはずで

あり、これに基づいたグラフを作成すべきである。 

・例えば、自動車の様に、耐用年数により大まかな代替の時期が分かりグラフ上に明確

に変遷を描くことができる対策と、明確に効果を把握することのできない対策を１つ

のグラフとして表すことの意味はない。 

・グラフについては、それぞれが与える社会的・経済的な影響に関する情報が記述され

ていないことから、判断のしようがない。 

・グラフにはシンクなども考慮されていると思われる。このグラフだけでは国民が 6％

削減に向けた全ての取り組みを行わなければならないという誤解を招く。 

・目標とそれに到る道筋を明確にする必要がある。 
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（６％削減にむけた施策の進行管理についての議論のポイント） 

○６％削減目標を達成するに当たり、日本経済や国民生活への影響を極力抑えるため

には、排出管理をするための仕組みを早期に立ち上げ、削減を実現することが必要で

はないか。 

 

 （主な意見） 
・６％削減に向けた取り組みは、ＣＯＰ3 の前にかなり精密なモデルを用いた論争がな

されている。これは対策のタイミングについての論争であり、後の技術開発に委ねた

方が効果的であるという意見と現在取り組みを進めた方がより効果があるといった論

争である。結論は出なかったが今後、このような議論を国民の前で行うことが重要と

考えられ、これが道筋につながる。 

・なぜ二酸化炭素の排出量が増えてきたのか、また、なぜ二酸化炭素の排出量が近年減

少傾向にあるのかについて、徹底的に分析せずに政策を論じても意味がない。 

・６％の中には、例えば道路建設や歩道橋の整備といった直接的には二酸化炭素などの

削減に結びつかないが、実際には排出抑制に貢献している施策などは考慮されていな

いと聞く。これについては、逆に BaU から対策を行わない場合の増加量も考慮されて

いないことになる。相殺してゼロになるから良いということではなく、抜けがあるこ

とを十分に踏まえ物事を考えていくことが重要である。 

・政策を進めることにより６％削減したときの社会の姿を明確に示す必要がある。 

・確実な政策で６％削減のどの程度までカバーすることができて、残りをどのようにカ

バーしていくのかといった議論を進めることが重要である。 

・政策検討について、ポリシーミックスを議論することに異論はないが、全体での議論

を行うのではなく、部門別に行う必要がある。 

・今後の議論は、具体的に分かっている部分を一つ一つ整理して、本当に分からない部

分を明確にしていくような政策立案の仕方を提案する。 

・シンクや京都メカニズムについては、ＣＯＰ６を待たなければ議論できないことは分

かるが、安全側に見て６％全てを国内対策で削減するにはどのようにするかといった

議論を進めることも重要である。 

・シンクについては、例えば第１約束期間に日本の主張が受け入れられたとして、これ

を取り入れたとしても第２約束期間があるかどうかは分からないが、確実に次の目標

を達成することが難しくなる状況に追い込まれる可能性がある。 

・ＰＤＣＡサイクルの形成には、いわゆるオープンな形で透明性や公開性を確保するこ

とが重要である。 

・ＰＤＣＡサイクルは企業活動において常日頃の取り組みとして行われているものであ

るが二酸化炭素の削減に向けて国として何が問題なのか、何がかけているのかを論ず

る前にＰＤＣＡイクルの必要性が記述されていても飛躍しすぎである。 
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（排出量の把握のための我が国の統計制度についての議論のポイント） 

○排出量に係る統計情報については正確性も大事であるが、速報性も大事ではないか。 

 

  （主な意見） 

・モニタリングについて、統計情報の収集が肝要だと思われるが、現行で１年半経過し

た後に統計が出されると言うのは遅すぎる。海外における統計情報の収集状況も把握

する必要がある。 

・海外の統計情報の収集についても我が国と大差ないと推定される。また、統計情報の

収集に関する制度管理については、締約国会議事務局やその補助機関でも非常に厳し

い方針を打ち出しており、我が国でもそれに則った形で取り組みを進めている。 

・現状で最後に出てくる統計情報は廃棄物関連情報となっている。 

・統計情報の収集については、我が国だけが努力すればよいということではなく、情報

の収集、算定、公表までの期間を短縮する努力を国際的に進めることが重要である。 

・日本の場合、年度で統計情報を出す場合が多いが世界的に見れば暦年単位であり、統

計情報の報告方法の統一を図る必要がある。また、排出量に関する統計情報を専門に

統括する部門の設置が必要となり、速報値を出せる程度の体制を構築することが重要

である。 

・京都議定書でも排出量を把握するためのシステムや国内制度を設けることが義務づけ

られており、我が国としても対応を進めていく。 
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第２節 情報システムの必要性 

 

 以下の１～７には第４回小委員会での、情報システムに関する事務局からの説明内容に

ついて記述する。 

 

１．情報システムを検討する出発点 

 

中央環境審議会企画政策部会地球温暖化対策検討チーム報告書（平成12年６月）では、

以下のように基盤メカニズムの必要性を述べている。 

京都議定書を締結するために必要となる国内制度においては、ポリシーミックスによ

り形成された政策パッケージを円滑かつ確実に実施するためにいくつかの基本的な機能

（基盤メカニズム）が必要となる。基盤メカニズムは、どのようなポリシーミックスを

行う場合であっても共通に必要であることから、目標遵守制度の基盤をなすものといえ

る。 

目標遵守制度の基盤を構成する具体的な要素としては、「排出量の削減と吸収量の増

大を行うための計画」と「計画の進捗状況のモニタリング」と「モニタリング結果を踏

まえた対策強化」の３つのメカニズムが一連のフィードバックの仕組みを形成している。 

最終的に目標を遵守するためのセーフティ・ネットとして、政府が国際的な排出量取

引制度を活用して排出枠を市場調達すること等により目標の達成を最終的に担保する最

終調整メカニズムが必要である。なお、この最終調整メカニズムの機能については、Ｃ

ＯＰ６の議論を踏まえた検討が不可欠である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の進捗状況の 

モニタリング・メカニズム 

 排出量の削減・吸収量の増大 

   を行うための計画 
最終調整メカニズム 

モニタリング結果を踏まえた 

対策強化メカニズム 

矢印は 
情報の流れ 
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２．京都議定書の目標の達成に向けて必要となる情報の流れ 

 

京都議定書の目標を達成するために必要となる情報の流れとして、基盤メカニズム（吸

収・削減計画、モニタリング、対策強化の各メカニズム、及び最終調整メカニズム）の

間の連携を図り、計画（Plan）、実行（Do）、評価(Check)、アクション(Action)のサイク

ルを円滑に実施するための、情報システムの検討を行った。 

 

情報システムに求められる機能として以下の３点が挙げられる。 

 

  ①６％目標の達成に向けて、進捗状況の把握のための情報を迅速に収集する。 

・排出・吸収主体ごとの温室効果ガスの排出実態の把握 

・排出・吸収主体ごとに実施される対策（削減努力）の進捗状況の把握 

・横断的に寄与する対策の進捗状況の把握 

  ②我が国全体における計画（Plan）、実行（Do）、評価(Check)、アクション(Action)

のサイクルを円滑に実施するために必要となる情報を迅速に提供する。 

  ③それぞれの主体における計画（Plan）、実行（Do）、評価(Check)、アクション

(Action)のサイクルを円滑に実施するために必要となる情報を迅速にフィード

バックする。 

 

これらの機能を踏まえた情報システムにおける情報の流れ（「京都議定書の目標の達成

に向けて必要となる情報の流れ（概念図）」）を次の頁に示す。 

部門別に取り組まれる対策を全体としてとりまとめ、京都議定書の目標を達成できる

か否かについて情報の評価を行う。達成できていない場合には、さらなる対策の検討を

行うことが必要となってくることから、国全体として PDCA サイクルを回す仕組みの構築

を進める。 

部門別については、完全な縦割りとせず、例えば電力の供給や製品の供給といった具

合に横断的に考える必要が生じるものもある。 
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進捗状況管理機関        

主体ごとのGHGs排出量、主体ごとのGHGs原単位、講じた対策の情報等 講じた対策、原単位、 
生産量の情報等 

産業部門 民生部門 運輸部門 ｴﾈﾙｷﾞ-転換部門 

大規模
排出者 

群 小
発生源 

電力事業者 

大量生産 
機器製造者 

情報の全体とりまとめ機関              
P C 

A 

大規模
排出者 

群 小
発生源 

大規模
排出者 

群 小
発生源 

大規模
排出者 

群 小
発生源 

大規模
吸収者 

群 小
吸収源 

吸収源部門、他 

京都議定書の目標の達成に向けて必要となる情報の流れ（概念図） 

横横断断的的対対策策  

D 

国 民 

情報の中間とりまとめ機関 
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現在、我が国で進められている条約事務局への国別インベントリ情報の提出に向けた

情報の流れ（「現在の国別インベントリ情報の流れ」）を次の頁にまとめている。 

事務局への報告は、各省庁で収集された情報から排出量を算定するに必要な活動量を

算定して、その活動量あたりの温室効果ガスの排出係数を乗じ、我が国全体の総排出量

を計算するといった手順を踏んでいる。 

なお、この国別インベントリ情報は、我が国全体の総排出量の把握を目的としている

ことから、京都議定書の目標を達成するための基盤メカニズムとしては、以下の点が不

足している。 

 

①温室効果ガスの実際の排出主体ごとの個別の排出実態を把握することが困難であ

ること。 

②個々の温室効果ガス削減対策の進捗状況や効果把握を行うためには、情報が不十分

であること。 

③温室効果ガス排出の要因分析や対策の政策評価には、情報が不十分であること。 

④集約された情報は、個別の排出主体や対策へのフィードバックを行うためには、不

十分であること。 
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UNFCCC 

環 境 省 

総合エネルギー統計 
エネルギー生産・需給統計年報 
石油等消費動態統計年報 
資源統計年報 
窯業・建材統計年報 
化学工業統計年報 
ゴム製品統計 
HFC等３ガス：化学品審議会* 
接着剤実態調査報告書* 
アジピン酸、硝酸： 
 メーカー・業界提供データ* 

報告（翌々年度７月頃） 

作成 作成 作成 

外 務 省 

自動車輸送統計年報 
運輸関係エネルギー 
 要覧 
下水道統計 
都市公園・緑地保全 
 地区面積* 

作成 

薬事工業生産動態統計
日本の廃棄物処理 
産業廃棄物の排出及び 
  処理状況等について 

翌年度 
５月～３月  翌年度

６月～翌
々年度中

翌年度１月 
～翌々年度以降 

翌年度 
６月 

＊：統計以外の資料（各省庁の調査、各メーカー、業界等の資料）

作物統計 
畜産統計 
ポケット肥料要覧 
林業統計要覧 
農作物残さ焼却量* 

環 境 省 

現在の国別インベントリ情報の流れ 

○条約のルールに基づき、日本全体の総
排出量の値を計算する。 

翌々年度 
以降 

厚生労働省 農林水産省 国土交通省 経済産業省 

作成 

確認 

（注）省名は省庁再編後の名称を用いている。 
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３．情報システムの構築に向けて大規模排出・吸収者に期待される役割 

 

「京都議定書の目標の達成に向けて必要となる情報の流れ」では新たに大規模排出・吸収者

とそれ以外の小規模排出者という分け方をしている。 

大規模排出・吸収者については、まず自らが、計画（Plan）、実行（Do）、評価(Check)、ア

クション(Action)を実施することが求められる。さらにあわせて、京都議定書の目標達成のた

めに必要となる情報を提供することで、自らが情報を把握した上で発信・提供するという体制

づくりが求められることとなる。 

実際に大規模排出・吸収者に求められる情報を以下に示す。 

 

－各排出主体の活動量、及び、活動量に対応した温室効果ガスの原単位 

－活動量及び原単位の変動要因に関する情報、等 

温室効果ガス排出量 ＝ 原 単 位 × 活 動 量 

 

ここでは、先に述べた通り、排出・吸収者を大規模と小規模に区分しているが、実際にこれ

が可能であるかという課題と、また区分する場合にどのような区分となるのかについても課題

として上げることができる。 

先の大規模排出・吸収者と小規模排出・吸収者の切り分けに関する課題として、今後、以下

の２点を議論する必要がある。 

・個別の排出・吸収者として取り扱う主体と、面源（小規模排出・吸収者）として一括して

取り扱う主体をどのように区分することが適切か？ 

・既に多くの化学物質や大気汚染物質、水質汚濁物質の排出量を把握することになっている

が、温室効果ガスに係る情報を提供するために追加的に必要となるコストはどの位か。

（参考：既存の法令にみられる区分の事例（参考資料 18））。 

 

大規模排出・吸収者となる具体的な事業者に関する課題として今後、以下を検討する必要が

ある。 

・大規模事業者については、これまでの例では、工場・事業場ごとに一つの主体とする方法

がほとんどであるが、会社を一つの主体とする考え方もある。 

 

次に、上記課題の検討例を示す。 

 

 会社を主体とする方法 工場・事業所ごとに主体とする方法 

特徴 

・全社的な方針や計画の一環としての取組が把握

できる。 

・環境報告書と一体的に実施することができる。 
・個々の事業所の規模は小さいが、会社とすれば

大規模となる企業を対象とできる。 

・工場・事業場ごとに実際に行われている温暖化

対策の実状、取組を評価しやすい。 

 
・地域ごと排出量を集計しやすい。 

 
・迅速な情報収集ができる。 
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４．情報システムの構築に向けて面源（小規模排出・吸収者）に期待される役割 

 

小規模排出・吸収者に期待される役割としては、小規模であっても自らの対策は自ら行わな

ければならないが、全ての小規模排出・吸収者の情報を把握・提供することは困難であること

から、特に、自らが、計画（Plan）、実行（Do）、評価(Check)、アクション(Action)を実施す

ることが求められてくる。 

その上で、小規模排出者・吸収者については、これを束ねて面源として取り扱うことの可能

性について検討する必要がある。仮に、京都議定書の目標達成のための基盤メカニズムとして、

これらを一体の面源として取り扱うことができる場合、面源を一体として、計画（Plan）、実

行（Do）、評価(Check)、アクション(Action)を実施するとともに、京都議定書の目標達成のた

めに必要となる情報を統計データ等を用いて推計し、とりまとめて提供する世話役（公共的な

性格を有する者）が必要と考えられる。 

面源に求められる情報としては、大規模排出・吸収者と同様に以下ものが挙げられる。 

 

－面源全体としての活動量、及び、活動量に対応した温室効果ガスの原単位 

－活動量及び原単位の変動要因に関する情報 

温室効果ガス排出量 ＝ 原 単 位 × 活 動 量 
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５．情報システムの構築に向けて横断的施策の実施者に期待される役割 

 

京都議定書の目標の遵守については、各排出主体からの発生・吸収量をもとに評価されるが、

次のような対策は、横断的な排出量の削減に寄与する。これらの対策の実施者を「横断的対策

の実施者」として進捗状況管理の主体と考えることができる。 

 

－大量に生産される機器の効率改善 

－電力供給におけるＣＯ２原単位の改善 

－温暖化対策としての社会資本整備 

 

これら横断的な対策の実施者に期待される役割としては、自らが、計画（ Plan）、実行（Do）、

評価(Check)、アクション(Action)を実施することが求められる。 

横断的対策の実施者に求められる情報としては、以下のものが挙げられる。 

 

－大量に生産される機器の効率、生産量、変動要因に関する情報 

－電力供給におけるＣＯ２原単位、供給量、変動要因に関する情報 

－温暖化対策としての社会資本整備に関しては、整備率、当該社会資本の効果分析（温室効

果ガスに係る原単位の改善率、利用量等）、施設の活用を促す誘導施策に関する情報 

温室効果ガス排出量 ＝ 原 単 位 × 活 動 量 

                  横断的な対策・事業の質  各排出・吸収主体の取組 
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６．中間とりまとめ機関に期待される役割 

 

個々の事業者の情報を全て一括してまとめることも考えられるが、全体のとりまとめに係る

膨大な作業を考えると迅速な評価を行うことができなくなることから、ここでは中間的なとり

まとめ機関を想定する。 

 

情報の中間とりまとめ機関に期待される役割を以下にまとめる。 

 

－個別の大規模排出・吸収主体、個別の面源の世話役からの情報をとりまとめることにより、

情報の迅速かつ円滑な収集を確保すること 

－提供される情報の品質向上に必要な支援を行い、情報の正確性を高めること 

－全体とりまとめ機関が提供する情報を円滑かつ迅速に情報提供者にフィードバックする

こと 

－中間とりまとめ機関を通過する情報に対して、必要に応じて分析、評価等を行い、付加価

値を与えること 

 

課題としては、他と同様に、それぞれの分野において、中間的なとりまとめに当たっては、

どのようなとりまとめ区分が適切かということが挙げられ、今後、検討を進める必要がある。 

 

尚、現状で考えられる地理的区分と業種別区分の特徴について以下にまとめる。 

 

 ＜参 考＞ 地域的区分と業種別区分の特徴 

 地域的区分 業種別区分 

特徴 

・地域的、気候的な要因を加味した分析

が可能。 

・地域的な取組があれば、その一環とし

て情報収集が可能。 

・地方公共団体の協力を仰ぐことが可

能。 

・ 業種に共通する状況を加味した分析

が可能。 

・ 業種に共通する対策について、進捗の

評価がしやすい。 

・業種ごとの自主行動計画との連携が可

能。 
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７．全体とりまとめ機関に期待される役割 

 

前記のような中間とりまとめ機関を設置したとしても、そこからさらに情報を吸い上げて我

が国全体のとりまとめを行う機関を設置することが必要である。 

この機関に求められる役割として以下の３点がある。 

 

① 進捗状況管理機関が議定書の目標の達成に向けて我が国全体としてのＰＤＣＡサイクル

を実施する際に必要となる情報を提供すること 

② 広く国民に対して、温室効果ガスの排出実態、対策の進捗状況等について情報提供する

こと 

③ それぞれの排出・吸収主体、横断的対策の実施主体が自らのＰＤＣＡのサイクルを円滑

に回すために参考となる情報を提供すること 

 

また、進捗状況管理機関として、70 頁の図に示した A(Action)、P(Plan)と D(Do)の一部を

担うことを想定した機関の設置も必要となる。 

この機関については、全体とりまとめ機関から得られた情報に基づき、以下の取り組みを進

めることが求められる。 

 

－国全体の「排出量の削減・吸収量の増大を行うための計画」の進捗状況を評価すること 

－政策、対策の実施者にアクションを求めること 

 

仮に、我が国全体として目標達成の状況が芳しくない場合には以下の検討を行うことが求め

られる。 

 

 ・どのような対策強化を行うことが必要か。 

 ・最終調整メカニズムを活用する必要があるか、どうか。 

 

また、仮に、個別の排出主体における排出量が著しく増加している場合には以下の検討を行

うことが求められる。 

 

 ・当該排出主体が自ら講じる取組の強化が必要か、どうか。 

 ・横断的対策の強化が必要か、どうか。 

 

全体とりまとめ機関に関する課題としては、情報提供を行う相手と方法と、提供する情報の

内容について以下を検討する必要がある。 

また、公表する情報の範囲についても、今後の議論が必要である。 
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○情報提供を行う相手と方法 

－進捗状況管理機関、中間とりまとめ機関に対して、収集・整理・分析した情報を直接

提供 

－国民、個別の排出・吸収主体、横断的対策の実施主体に対して、インターネット等に

より情報を公表 

 

○提供する情報の内容 

－我が国全体の温室効果ガスの排出実態、要因分析 

－各種の対策の進捗状況、要因分析、効果分析 

－京都議定書の目標達成に向けた進捗状況の分析 

 

さらに、全体とりまとめ機関には、評価を実施する頻度とタイミングに関する問題もある。

全体とりまとめ機関が、各排出主体から得られた情報をもとに、目標の達成に向けた進捗状況

を適切に管理するために必要となる排出実績と目標を照らし合わせた評価の頻度とタイミン

グに関する問題である。 
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８．情報システムについての議論 

 

 

（情報システムの構築についての議論のポイント） 

○京都議定書に定める温室効果ガス６％排出削減に向けて適切な評価・進行管理を行うため

には、迅速に情報を収集し、評価するための専門の仕組みが必要であり、今後、その具体

化に向けて一層の検討を行うべきではないか。 

 

 （主な意見） 

・中間管理機関や進捗管理機関というこれまでにない新しい機能を有した機関を情報シ

ステムの構想は高く評価できる。 

・既存の統計情報を収集する取組も重要であるが、温室効果ガスに関して別の情報ルー

トを有することは大変意義のあることである。 

・当初から精緻な情報の収集を行うことは考えずに１ヶ月程度の遅れで傾向のみを把握

するといった取組として捉えることも重要である。 

・情報システムでは、情報のとりまとめと進捗状況の管理を分けて考えている点が評価

できる。 

・大規模な排出主体は自ら排出目標を設定する事が可能であるが、小規模業排出者の場

合は、エリアソース（面源）として排出目標を設定する事が可能である。大気汚染防

止では、ポイントソース（点源）、エリアソース（面源）として対策をたててきたがこ

れらの経験を活かすことを検討すべきである。 

・情報システムについては、我が国として条約事務局から求められる情報の質を確保し

たものであること、さらにもし京都メカニズムに参加するのであれば、これに応じた

システムであることも重要な要件となる。この当たりのことまで言及されていない。 

・我が国の政策運営システムと条約事務局への情報提供のための情報システムとのつな

がりを明確にすることが重要となる。 

・大綱では個々の削減量が示されているが、毎年削減量を把握するのは現実的には困難

である。削減量を見積もることはできても、実態を把握する事は難しい。 

・中間とりまとめ機関については、例えば事業者の場合には会社単位で情報を収集した

り、場合によっては工場・事業所レベルで収集するなど、重層的なものであることが

求められる。ダブルカウントしない仕組みさえ構築できれば良い。 
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（情報システムを構築する各種機関の役割についての議論のポイント） 

○情報システムの構築に当たっては、各種機関の役割及びその分担の明確化が必要ではない

か。 

 

 （主な意見） 

・中間とりまとめ機関については、例えば事業者の場合には会社単位で情報を収集した

り、場合によっては工場・事業所レベルで収集するなど、重層的なものであることが

求められる。ダブルカウントしない仕組みさえ構築できれば良い。 

・国民に対して情報の公開を行うわけであるから、情報の根拠を明確に説明できなけれ

ばならず、機関には情報の高い分析力が求められることとなる。下から挙げられてき

た情報の確認など信頼性の確保についてどの程度機関が責任を有するかについて明確

にする必要がある。 

・ 地方公共団体では、環境基準などとの関係でこういった情報の収集になれている部分

もあり、中間とりまとめ機関には都道府県を中心とした地方公共団体を活用すること

も検討すべきである。 

・ 進捗情報管理機関で”Plan”や”DO”が行われるということは、単なる情報収集機関で

はなく、収集された情報に基づいて政策の変更や調整、新しい政策の導入など政策機

関としても位置づけられることになる。政策の責任を負う機関とこの機関との関係を

明確にすべきである。 

・ 不遵守の場合の責任の所在、及び、公開した情報の根拠を説明する責任の所在をどう

するのかが今後の課題である。 

 

 


